
規

則 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
通
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
三
年
三
月
三
十
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

髙 

田 

直 

芳 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
通
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

（
埼
玉
県
立
高
等
学
校
通
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
通
則
（
昭
和
三
十
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
三
及
び
様
式
第
四
中
「 
」
を
削
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
埼
玉
県
文
化
財
保
護
条
例
の
施
行
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

埼
玉
県
文
化
財
保
護
条
例
の
施
行
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
埼
玉
県
教
育
委

員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
号
様
式
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
「 

 

」
を
「 
 

」

に
改
め
、
同
様
式
の
注
を
削
る
。 

 
 

第
三
号
様
式
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
削
る
。 

 
 

第
四
号
様
式
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
削
る
。 

 
 

第
五
号
様
式
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
削
る
。 

 
 

第
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

㊞
 

印
 

あ
て
先

 
宛
先

 
き
損

 
毀
損

 

印
 

あ
て
先

 
宛
先

 

印
 

あ
て
先

 
宛
先

 

印
 

あ
て
先

 
宛
先

 



 
 

第
６
号
様
式
（
第
６
条
関
係
）

 

 

県
指
定
文
化
財
滅
失
（
毀
損
）（

亡
失
）
（
盗
難
）
届
 

年
 

 
月

 
 
日
 

 
 

 
（
宛
先
）
 

 
 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
 

所
有
者
住
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

氏
 
 
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
下
記
の
と
お
り
滅
失
（
毀
損
）（

亡
失
）
（
盗
難
）
し
た
の
で
届
け
出
ま
す
。
 

記
 

 
１

 
種
別
、
名
称
及
び
員
数

 

 
２

 
指
定
書
の
記
号
、
番
号

 

 
３

 
指
定
さ
れ
た
年
月
日
 

 
４

 
所
在
の
場
所
 

 
５

 
所
有
者
の
住
所
及
び
名
称
又
は
氏
名
 

 
６

 
管
理
責
任
者
が
あ
る
場
合
は
そ
の
住
所
及
び
氏
名
 

 
７

 
滅
失
、
毀
損
、
亡
失
又
は
盗
難
（
以
下
「
滅
失
、
毀
損
等
」
と
い
う
。
）
の
別
及
び
そ
の
事
実
の
生

じ
た
日
時
及
び
場
所
 

 
８

 
滅
失
、
毀
損
等
の
事
実
の
生
じ
た
当
時
に
お
け
る
管
理
の
状
況
 

 
９

 
滅
失
、
毀
損
等
の
原
因
並
び
に
現
状
 

 
1
0
 
滅
失
、
毀
損
等
の
事
実
を
知
つ
た
日
時
 

 
1
1
 
滅
失
、
毀
損
等
の
事
実
を
知
つ
た
後
に
取
ら
れ
た
措
置
 

 
1
2
 
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
 

 



 

第
七
号
様
式
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
削
る
。 

 

第
八
号
様
式
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
削
る
。 

 
第
九
号
様
式
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
削
る
。 

 

第
九
号
の
二
様
式
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を

削
る
。 

 

第
九
号
の
三
様
式
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を

削
る
。 

 

第
十
一
号
様
式
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
「 

 

」
を
「 

 

」

に
改
め
、
同
様
式
の
注
を
削
る
。 

 

第
十
二
号
様
式
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
削

る
。 

 

第
十
三
号
様
式
中
「 

 
 

」
を
「 

 
」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
削

る
。 

 

第
十
四
号
様
式
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
削

る
。 

 

第
十
五
号
様
式
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 
」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
削

る
。 

 

第
十
六
号
様
式
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
削

る
。 

 

第
十
七
号
様
式
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
削

る
。 

 

第
十
八
号
様
式
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
削

る
。 

 

第
十
九
号
様
式
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

第
二
十
号
様
式
中
「 
 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
「 

 

」
を
「 

 

」

に
改
め
、
同
様
式
の
注
を
削
る
。 

 
 

第
二
十
一
号
様
式
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を

削
る
。 

 
 

第
二
十
一
号
の
二
様
式
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の

注
を
削
る
。 

 

（
埼
玉
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
改
正
） 

印
 

あ
て
先

 
宛
先

 

印
 

あ
て
先

 
宛
先

 

印
 

あ
て
先

 
宛
先

 

印
 

あ
て
先

 
宛
先

 

印
 

あ
て
先

 
宛
先

 

印
 

あ
て
先

 
宛
先

 

印
 

あ
て
先

 
宛
先

 

印
 

あ
て
先

 
宛
先

 

印
 

あ
て
先

 
宛
先

 

印
 

あ
て
先

 
宛
先

 

印
 

あ
て
先

 
宛
先

 

印
 

あ
て
先

 
宛
先

 

印
 

あ
て
先

 
宛
先

 
き
損

 
毀
損

 

注
 

地
番
、
地
目
及
び
地
積
の
異
動
が
分
筆
に
よ
る
場
合
は
、
当
該
土
地
に
係
る
土
地
台
帳

 

の
謄
本
及
び
登
記
所
に
備
え
ら
れ
た
地
目
の
写
本

 

地
番

、
太

枠
内

の
み

記
入

す
る

こ
と

。
 

印
 

あ
て
先

 
宛
先

 

印
 

あ
て
先

 
宛
先

 

印
 

あ
て
先

 
宛
先

 

印
 

あ
て
先

 
宛
先

 

き
損

 
毀
損

 



第
三
条 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
連
署
の
上
」
を
削
る
。 

 

（
社
会
教
育
主
事
の
資
格
認
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

社
会
教
育
主
事
の
資
格
認
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規

則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
二
号
中
「 
」
を
削
る
。 

 

様
式
第
三
号
中
「 

」
を
削
る
。 

 

（
教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二

十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
三
、
様
式
第
六
及
び
様
式
第
七
中
「 
」
を
削
る
。 

 

様
式
第
八
中
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 
」
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
一
中
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
二
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
三
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
五
、
様
式
第
十
九
、
様
式
第
二
十
、
様
式
第
二
十
三
及
び
様
式
第
二
十
四
中
「 

」

を
削
る
。 

 

様
式
第
二
十
五
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
及
び
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
三
十
二
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 

（
博
物
館
の
登
録
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

博
物
館
の
登
録
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
二
号
か
ら
様
式
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」

を
削
る
。 

 

（
埼
玉
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
生
徒
修
学
奨
励
費
貸
与
条
例
施
行
規
則
の 

 

一
部
改
正
） 

第
七
条 

埼
玉
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
生
徒
修
学
奨
励
費
貸
与
条
例
施
行
規

則
（
昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 
 

様
式
第
一
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
二
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

㊞
 

□ 印
 

㊞
 

あ
て
先

 
宛
先

 

あ
て
先

 

㊞
 

宛
先

 
㊞

 

㊞
 

あ
て
先

 
宛
先

 

□ 印
 

□ 印
 

□ 印
 

□ 印
 

あ
て
先

 
宛
先

 

□ 印
 

あ
て
先

 
宛
先

 
□ 印
 

□ 印
 

宛
先

 
あ
て
先

 
㊞

 
□ 印
 

あ
て
先

 
宛
先

 
□ 印

 

あ
て
先

 

あ
て
先

 
宛
先

 

宛
先

 



 

様
式
第
四
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

」
に
改
め
、

「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
削
る
。 

 
様
式
第
五
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 

（
埼
玉
県
教
職
員
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
八
条 

埼
玉
県
教
職
員
住
宅
管
理
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

㊞
 

あ
て
先

 
宛
先

 

㊞
 

貼
り
付
け

 

あ
て
先

 
宛
先

 

は
り
付
け

 



 
 

                                
 

 

様
式
第
１
号
（
第
５
条
関
係
）

 

様
式
第
１
号
（
第
５
条
関
係
）

 
  

教
職

員
住

宅
入

居
承

認
申

請
書

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

年
 

 
月

 
 
日
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
 
 
 
 
 
様
 

 

所
属

所
名

 
 
 
 
 
 

職
名
・

ふ
り
が
な

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

下
記
の
と
お
り
教
職
員
住
宅
に
入
居
し
た
い
の
で
承
認
く
だ
さ
る
よ
う
申
請
し
ま
す
。
 

 

記
 

入
居
希
望

教
職
員
住

宅
名
 

第
１
希
望

 
教
職
員
住
宅
単
身
用
・
世
帯
用
 

第
２
希
望

 
教
職
員
住
宅
単
身
用
・
世
帯
用
 

第
３
希
望

 
教
職
員
住
宅
単
身
用
・
世
帯
用
 

申請者
 

現
 
住

 所
 

 
給
与
事
務
担

担
当
者
氏
名
 

生
年
月
日
 

年
 

 
月

 
 
日
 
本
県
勤
続
年
月
 

年
 
月
 

給
料
の
月
額

（
教
職
調
整

額
を
含
む
｡
)
 

級
 
号
給
 

円
 
扶
養
手
当
 

（
月
額
）
 

円
 
住
居
手
当
 

（
月
額
）
 

円
 
 

申
請
者
の
家

族
構
成
の
現

況
（
同
居
し

て
い
る
者
全

員
を

記
入

し
、
本
人
を

除
く
。）

 

氏
名
 
申
請
者

と
 
の

続
柄
 
生
年
月
日
 
職
 
業

又
 
は

勤
務
先
 

収
入
月
額
 
扶
養
手

当
受
給

の
有
無
 

入
居
し
た
場
合

同
居
す
る
者
は

○
印
を
付
す
 

備
考
 

 
 

 
 

円
 
有
・
無
 
 

 
 

 
 

 
 

有
・
無
 
 

 
 

 
 

 
 

有
・
無
 
 

 
 

 
 

 
 

有
・
無
 
 

 
 

 
 

 
 

有
・
無
 
 

 
 

 
 

 
 

有
・
無
 
 

 
 

 
 

 
 

有
・
無
 
 

 

申
請
者
の
家

族
で
現
在
別

居
中
で
あ
る

が
教
職
員
住

宅
へ
入
居
す

る
場
合
同
居

す
る
者
（
婚

姻
の
予
約
者

を
含
む
。）

 

氏
名
 
申
請
者

と
 
の

続
柄
 
生
年
月
日
 
職
 
業

又
 
は

勤
務
先
 

収
入
月
額
 
扶
養
手

当
受
給

の
有
無
 

別
居

住
宅

の
種

類
 

別
居

の
理

由
 

 
 

 
 

円
 
有
・
無
 
 

 

 
 

 
 

 
有
・
無
 
 

 

 
 

 
 

 
有
・
無
 
 

 

 
 

 
 

 
有
・
無
 
 

 

申
請
者

の
現
在

の
住
宅

の
状
況
 

種
 
 
 
類
 

構
造
 
面

積
 
室

数
 
家
賃
の
月
額
 
住
宅
の
平
面
図
を
裏

面
に
記
載
の
こ
と
。
 

（
借
間
の
場
合
は
該

当
部
分
を
赤
線
で
囲

む
こ
と
。）

 

自
宅
･借

家
･借

間
公
営
住
宅
・
教
職

員
住
宅
 

そ
の
他
（
 
 
）
 

 
㎡
 

室
 

円
 

現
在
の
通
勤
方
法
 
 

通
勤
所
要
時
間
 

時
間

 
 
分
 

住
宅
に
困
窮

し
て
い
る
事

情
（
詳
細
に
記

入
す

る
。
）
 

 

上
記
の
と
お
り
相
違
な
い
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。
 

 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日
 

所
属
長
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

注
 
太
線
の
枠
内
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
は
、
給
与
事
務
担
当
者
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
。
 



 

様
式
第
三
号
、
様
式
第
四
号
、
様
式
第
六
号
、
様
式
第
八
号
及
び
様
式
第
九
号
中
「 

」
を

削
る
。 

様
式
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

㊞
 



      

 
                       様
式
第
１
０
号
（
第
２
１
条
関
係
）
 

様
式
第
１
０
号
（
第
２
１
条
関
係
）
 

  
教

職
員

住
宅

明
渡

し
届

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
 
 
月
 
 
日
  

 
 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長

 
 
 
 
 
様
 

 

教
職
員
住
宅
 
 
 

Ｋ
Ｄ
Ｋ
 
 
 
号
室
 

所
属

所
名

 
 
 
 
 
 

職
名
・
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 下
記
の
と
お
り
教
職
員
住
宅
を
明
け
渡
し
ま
す
の
で
お
届
け
し
ま
す
。
 

な
お
、
原
状
回
復
に
つ
い
て
は
、
明
渡
し
の
日
ま
で
に
必
ず
完
了
し
ま
す
。
 

 

記
 

 

１
 
明
渡
し
の
日
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 ２
 
明
渡
し
理
由
 

 

 
注
 
こ
の
届
は
管
理
人
を
経
て
（
管
理
人
が
置
か
れ
て
い
な
い
教
職
員
住
宅
に
あ
っ
て
は
、
直
接
）

提
出
す
る
こ
と
。
 



 

（
埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条 

例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
九
条 

埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
中
「 

」
を
削
り
、
「 

 

」
を
「 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
三
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
四
号
及
び
様
式
第
五
号
中
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
六
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
七
号
中
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
八
号
及
び
様
式
第
八
号
の
二
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
九
号
中
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
号
か
ら
様
式
第
十
二
号
ま
で
の
規
定
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」

を
削
る
。 

 

様
式
第
十
三
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
二
十
号
及
び
様
式
第
二
十
一
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削

る
。 

 

様
式
第
二
十
三
号
か
ら
様
式
第
二
十
五
号
ま
で
の
規
定
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、

「 

」
を
削
る
。 

 

（
学
校
給
食
の
開
設
等
の
届
出
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
十
条 

学
校
給
食
の
開
設
等
の
届
出
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規

則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
二
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 

（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
係
る
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
の 

 

一
部
改
正
） 

第
十
一
条 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
係
る
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る

規
則
（
昭
和
五
十
四
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

第
三
十
条
を
削
り
、
第
三
十
一
条
を
第
三
十
条
と
す
る
。 

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
二
十
八
号
ま
で
の
規
定
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
削
る
。 

 

（
埼
玉
県
立
近
代
美
術
館
管
理
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
十
二
条 

埼
玉
県
立
近
代
美
術
館
管
理
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

㊞
 

㊞
 

㊞
 

㊞
 

㊞
 

㊞
 

㊞
 

㊞
 

㊞
 

あ
て
先

 

あ
て
先

 

あ
て
先

 

宛
先

 

宛
先

 

宛
先

 

㊞
 

 

□ 印
 

宛
先

 
あ
て
先

 あ
て
先

 
宛
先

 

宛
先

 

宛
先

 

あ
て
先

 

あ
て
先

 

印
 

あ
て
先

 
宛
先

 

□ 印
 

あ
て
先

 
宛
先

 

あ
て
先

 
宛
先

 
「
（

 

自
署
又
は
記
名
押
印
）
 

ご
ろ

 
頃

 



三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
中
２
を

削
り
、
３
を
２
と
す
る
。 

 

様
式
第
三
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

様
式
第
五
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
中
２
を

削
り
、
３
を
２
と
す
る
。 

 

様
式
第
七
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

様
式
第
九
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
削
る
。 

 

（
埼
玉
県
地
域
改
善
対
策
高
等
学
校
等
奨
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
附
則 

 

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
埼
玉
県
地
域
改
善
対
策
高 

 

等
学
校
等
奨
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
十
三
条 

埼
玉
県
地
域
改
善
対
策
高
等
学
校
等
奨
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規

則
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
埼
玉
県
地
域
改
善
対
策
高
等
学
校
等
奨
学
資
金
貸
与
条
例

施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

様
式
第
六
号
、
様
式
第
十
号
及
び
様
式
第
十
一
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 
」

を
削
る
。 

 

（
技
能
教
育
施
設
の
指
定
の
申
請
手
続
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
十
四
条 

技
能
教
育
施
設
の
指
定
の
申
請
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
元
年
埼
玉
県
教
育
委

員
会
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

様
式
第
一
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
２
中 

 
 

「 
 

 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 

様
式
第
二
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 
 

様
式
第
三
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
２
中 

 
 

「 
 

 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
聴
聞
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
十
五
条 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
聴
聞
規
則
（
平
成
六
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

印
 

あ
て
先

 
宛
先

 

わ
か
る

 
分
か
る

 

印
 

あ
て
先

 
宛
先

 

わ
か
る

 
分
か
る

 

㊞
 

あ
て
先

 
宛
先

 

注
 
太
枠
内
の
み
記
入
す
る
こ
と
。
 

㊞
 

あ
て
先

 

㊞
 

宛
先

 

あ
て
先

 
宛
先

 

㊞
 

あ
て
先

 
宛
先

 

注
 
太
枠
内
の
み
記
入
す
る
こ
と
。
 

㊞
 

あ
て
先

 
宛
先

 

㊞
 

あ
て
先

 
宛
先

 

㊞
 

あ
て
先

 
宛
先

 

印
 

あ
て
先

 
宛
先

 



 
 

第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
記
名
し
な
け
れ
ば
」
に

改
め
る
。 

 
様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
三
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 

（
さ
い
た
ま
文
学
館
管
理
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
十
六
条 
さ
い
た
ま
文
学
館
管
理
規
則
（
平
成
九
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
式
第
一
号
の
二
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

様
式
第
三
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
五
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
削
る
。 

 

様
式
第
六
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 
」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
削
る
。 

 

様
式
第
九
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
号
及
び
様
式
第
十
一
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 

（
北
浦
和
公
園
及
び
さ
き
た
ま
古
墳
公
園
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
十
七
条 

北
浦
和
公
園
及
び
さ
き
た
ま
古
墳
公
園
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
五
年
埼
玉

県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

様
式
第
二
号
の
二
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 

（
埼
玉
県
立
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
管
理
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
十
八
条 

埼
玉
県
立
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
管
理
規
則
（
平
成
十
五
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二

十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

様
式
第
五
号
中
「 

 
 

」
を
「 
 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 
 

様
式
第
六
号
及
び
様
式
第
七
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 

（
埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
管
理
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
十
九
条 

埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
管
理
規
則
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規

則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

様
式
第
一
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
中
２
を

削
り
、
３
を
２
と
す
る
。 

 
 

様
式
第
三
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

㊞
 

あ
て
先

 
宛
先

 

注
 
太
枠
内
の
み
記
入
す
る
こ
と
。
 

㊞
 

あ
て
先

 
宛
先

 

あ
て
先

 
宛
先

 
印

 

印
 

□ 印
 

あ
て
先

 
宛
先

 

注
 
太
枠
内
の
み
記
入
す
る
こ
と
。
 

あ
て
先

 

あ
て
先

 

あ
て
先

 

宛
先

 

宛
先

 

印
 

印
 

印
 

印
 

宛
先

 

あ
て
先

 
宛
先

 あ
て
先

 
宛
先

 

注
 
太
枠
内
の
み
記
入
す
る
こ
と
。
 

印
 

あ
て
先

 
宛
先

 

㊞
 

 
 

 
 

宛
先

 
あ
て
先

 

印
 

□ 印
 

あ
て
先

 
宛
先

 

あ
て
先

 
宛
先

 



 
 

様
式
第
五
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
中
２
を

削
り
、
３
を
２
と
す
る
。 

 
 

様
式
第
七
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
式
第
九
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
削
る
。 

 
 

様
式
第
十
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
削
る
。 

 

（
埼
玉
県
立
史
跡
の
博
物
館
管
理
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
条 

埼
玉
県
立
史
跡
の
博
物
館
管
理
規
則
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

様
式
第
一
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 
」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
中
２
を

削
り
、
３
を
２
と
す
る
。 

 

様
式
第
三
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
中
２
を

削
り
、
３
を
２
と
す
る
。 

 

様
式
第
五
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 
」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
式
第
七
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
削
る
。 

 

様
式
第
八
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
削
る
。 

（
埼
玉
県
立
自
然
と
川
の
博
物
館
管
理
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
一
条 

埼
玉
県
立
自
然
と
川
の
博
物
館
管
理
規
則
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規

則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

様
式
第
一
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
中
２
を

削
り
、
３
を
２
と
す
る
。 

 

様
式
第
三
号
中
「 

 
 

」
を
「 
 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

様
式
第
五
号
中
「 
 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
中
２
を

削
り
、
３
を
２
と
す
る
。 

 

様
式
第
七
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

様
式
第
九
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
削
る
。 

㊞
 

あ
て
先

 
宛
先

 

㊞
 

あ
て
先

 
宛
先

 

注
 
太
枠
内
の
み
記
入
す
る
こ
と
。
 

㊞
 

あ
て
先

 
宛
先

 

㊞
 

あ
て
先

 
宛
先

 

㊞
 

あ
て
先

 
宛
先

 

㊞
 

あ
て
先

 
宛
先

 

㊞
 

あ
て
先

 
宛
先

 

注
 
太
枠
内
の
み
記
入
す
る
こ
と
。
 

㊞
 

あ
て
先

 
宛
先

 

㊞
 

あ
て
先

 
宛
先

 

注
 
太
枠
内
の
み
記
入
す
る
こ
と
。
 

㊞
 

あ
て
先

 
宛
先

 

㊞
 

あ
て
先

 
宛
先

 

注
 
太
枠
内
の
み
記
入
す
る
こ
と
。
 

㊞
 

あ
て
先

 
宛
先

 

㊞
 

あ
て
先

 
宛
先

 

㊞
 

あ
て
先

 
宛
先

 

㊞
 

あ
て
先

 
宛
先

 



 

様
式
第
十
三
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
四
号
及
び
様
式
第
十
五
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、 

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

□ 印
 

印
 

あ
て
先

 
宛
先

 あ
て
先

 
宛
先

 


